
きではないかということです。社会福祉法人制度を見直して、維持すべきは維持
し、緩やかにすべきは思い切って緩やかにすべきだと思います。とくに財源調達
については、慈善的事業を行う上でも、「社会的経済セクター」の中心として取
り組みを進める上でも、重要な課題です。 2011（平成23）年度の税制改正で創設
された寄付金の税額控除制度は、社会福祉法人の活動への理解を深めるためにも
是非、積極的に活用すべき制度です（社会福祉法人の利用率は学校法人の半分程
度2.1％）。また、医療法人と比べ社会福祉法人には広く認められている収益事業
の積極的展開も必要でしょう。それを進めるには、社会福祉法人として取り組ん
できた事業や資金投入の実績、これから取り組みたいと考えている事業の構想に
ついて積極的な情報公開や広報戦略を工夫することも重要です。さらに、「社会
医療法人債」にならって「社会福祉法人債」の制度を検討することも考えられます。
社会福祉法人がこれらの事業に取り組む際には、その人的物的経済的資源が有用
であることは前述したとおりですが、そのためには社会福祉法人の規模がある程
度大きいことが必要でしょう。いきなり合併するのは困難であるにしても、目標
を共有できる経営体のグループ化を進めるなど、複数の社会福祉法人が共同して
取り組める条件整備を考えてもよいかもしれません。例えば、経営や人材養成の
ベースを揃えるため、給与体系の統一に向けてのマニュアルの作成などを検討し
てみてはどうでしょうか。
　このような仕組みの見直しに併せて、措置制度を前提とする発想で作られてい
る現在の認可基準や指導監査要綱も見直す必要が出てくるものと思われます。と
くに、国の基準や要綱を超えるローカルルールにより、いたずらに社会福祉法人
の手足を縛るような行政指導は廃止されるべきでしょう。社会福祉法人が変わる
には、それを規律するさまざまな仕組みやそれを動かす国や地方自治体の意識も
変わらなければならないのです。

＊　　　　＊　　　　＊
　社会福祉法人は、介護保険創設・障害者福祉改革による契約制度への転換など
により、制度の内側から、また、経済社会の変化による生活困難者の増加・社会
的孤立の進行などにより、制度の外側から、存在意義を問われています。そのよ
うな問いかけに応じ、自らの原点を見つめ直し、新しい社会の要請に応えていけ
るかどうかは、まずは、社会福祉法人経営者の意識にかかっています。世の中で
はNPO法人の活躍がもてはやされていますが、４.で述べたとおり、社会福祉法
人がその人的物的経済的資源を活用してNPO法人に勝る役割を果たすことがで
きる分野もあるはずです。
　戦後我が国が築き上げてきた社会福祉法人制度は、国民にとっても貴重な財産
です。新たな社会福祉法人像を作っていくためには、社会福祉法人経営者がこの
財産に安住することなく、従来の発想を転換し、自ら先頭に立って改革に取り組
むことが求められています。
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